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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　西部技研グループは、「環境に優しい空気のソリューションを届ける。」というパーパスのもと、お客様、取引先様、株主様、社会、従業員等のす
べてのステークホルダーのご期待に応えながら、持続的に企業価値を高めることを目指しています。その実現のため、当社グループは、健全で透
明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、内部統制基本方針に基づき、グループ各社を適切に統治します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則４－１③　後継者計画】

　当社は最高経営責任者等の後継候補を執行担当役員および執行役員から複数名を選び下記の方策で育成していくことを目指しております。

・複数の事業部門での責任者としての経験　　

・中期経営計画策定プロジェクトへの参画　　

・社内経営塾の開催

・外部教育機関での研修

　これらの育成プログラムのうち、中期経営計画策定プロジェクトへの参画や外部教育機関での研修については既に取り組んでおりますが、それ
以外の方策につきましては、取締役会の承認のもと実施していく予定でおります。社内に適切な候補者が見つからない場合には、候補者を外部
から招聘することも視野においております。

【原則４－２　取締役会の役割・責務（2）】

　当社は取締役会において、事業における新たな取組みについての提案を受け入れるとともに客観的な立場において多角的かつ十分な検討を
行っております。

　取締役（社外取締役を除く）の報酬については、業績連動を反映したインセンティブ付けを行う方向で2023年10月頃から検討を進めて参ります。

【補充原則４－２①　経営陣の報酬制度】

　取締役の報酬は、固定の基本報酬としておりますが、今後、業績と連動させた変動枠（賞与）の導入は2023年10月頃から検討を進め、また中期
の業績向上を目的とした譲渡制限付株式の導入は将来的に検討を進めて参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で担当取締役による検証
を適宜行い、必要に応じて取締役会に諮ることとしております。

　また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の
向上を期待できるか否かを総合的に勘案して行っております。

　なお、個々の株式に応じた定性的且つ総合的な判断が必要なため、現時点では統一の基準を設けておりません。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は毎期初に、役員・執行役員に対して関連当事者の変更事項、及び関連当事者取引が発生する可能性の有無を確認しております。可能性
がある場合は、関係者（取引担当部門）に周知し、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が当該取引を行う場合、社
外取締役及び必要な場合は顧問弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、取引内容及び条件の妥当性について審議
し決議することとしております。

【補充原則２－４①　多様性の確保、人材育成方針】

　当社は、女性、外国人、中途採用者の管理職への登用を推進していますが、人材戦略、人材育成方針、及び社内環境整備方針は今後策定す
る予定であります。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社には、企業年金基金制度はありませんが、従業員の安定的な資産形成のため2024年４月に確定拠出年金制度を導入予定であります。

①運用商品については、老後の資産形成ということも視野に、リスクの高いものは極力避け、手数料負担の少ない商品を中心に選定しておりま
す。

②資産運用に関する従業員教育については、専用サイトに運用商品の実績掲出はもちろん、確定拠出年金制度の基礎知識動画の配信、各ライ
フプラン・シミュレーションの情報提供を行っております。

③運営管理機関との定期的なモニタリングレポート内容の共有やセミナー参加等を通じて、適切な資質をもった確定拠出年金教育担当者の育成
にも取り組んでおります。

【原則３－１　情報開示の充実】



(i) 当社の経営理念及びグループ戦略は当社ホームページや決算説明資料等で開示しております。

(ii) コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書や当社ホームページで開示しております。

(iii) 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレート・ガバナンス報告書や当社ホームページで開示して参ります。

(iv) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名に関する一般的な方針と手続をコーポレート・ガバナンス報告書や当社ホームページで開示

して参ります。

(v) 役員の選解任理由及び役員候補の指名理由については、株主総会招集通知に開示して参ります。

【補足原則３－１③　サスティナビリティについての取組み】

　当社は、気候変動に係る課題をはじめ重要課題の取組みと進捗状況を当社のホームページで開示する準備を進めております。

【補充原則４－１①　取締役会の役割】

　当社では取締役会で、法令、定款、「取締役会規程」に定められた事項を審議し、経営の大きな方向性の意思決定をしております。事業方針の
承認・変更、年次・月次予算、要員計画及び中長期経営計画、組織及び人事関連の重要事項、重要な業務執行に関する事項等を取締役会で議
論し、意思決定を行っております。決定した事項の具体的な執行については、「組織規程」及び「職務権限規程」等に基づき、代表取締役社長及び
業務執行取締役、執行役員に委任し、取締役会はその執行状況を監督しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性基準及び資質】

　会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

【補充原則４－10①　各委員会構成の独立性】

　当社の独立社外取締役は2名であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会を設置
しております。経営陣幹部・取締役の指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会
の適切な関与・助言を得ております。

【補充原則４－11①　取締役のスキル・マトリックス】

　スキル・マトリックスを作成の上、選任方針及び手続と合わせて当社ホームページで開示する準備を進めております。

【補充原則４－11②　役員の兼務状況】

　当社の取締役・監査役における他の上場会社役員の兼務状況は以下の通りです。

・社外取締役　内田健二氏　１社

【補充原則４－11③　取締役会の実効性】

　当社では、代表取締役社長と社外取締役２名で構成される任意の指名報酬委員会による相互評価等の結果確認を通じ、取締役会の実効性の
分析や評価を行っております。上記の結果の概要に係る開示内容については、今後の検討課題として認識しております。

【補充原則４－14②　役員に対するトレーニングの方針】

　取締役及び監査等委員を対象とした、インサイダー取引防止研修をはじめとするコーポレート・ガバナンス等に関する知識を向上させるために必
要な研修会を年1回実施しております。常勤監査等委員は日本監査役協会が主催するセミナー等へ積極的に参加しております。また、社外取締
役に対しては、当社及び当社事業を取り巻く環境への理解を深めることを目的に、取締役等からの説明等の機会を提供することとしております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針について、以下を中心とした内容を取締役会にて検討・承認
する方針です。

（社内体制）

・IR担当部門：経営企画室

・連携・補助部門：総務部、経理部

（株主との対話窓口の段階的設定）

・社長　　・IR担当役員　　

（取締役会への報告）

　IR担当役員は定期的に（３ヶ月に１回）取締役会にIR状況を報告します。

（対話を促進するための取り組み方針）

・株主との双方向コミュニケーションを図り、当社の経営状況や運営方針を分かりやすく正確に説明することに努めるとともに、株主の意見や要望
をIR状況報告の一環として取締役会にフィードバックし、経営運営への反映を検討します。

・個別ミーティングやグループ面談、会社説明会など様々な対話機会を設定するとともに、積極的に情報を開示します。

・対話に際しては、未公開の重要情報を特定の者に開示しないなど、インサイダー情報の漏えいが生じないように、当社ホームページに掲載して
いる「ディスクロージャーポリシー」に従って対応します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社グリーンフューチャー 5,000,000 24.39

隈扶三郎 3,000,000 14.63

公益財団法人隈科学技術・文化振興会 3,000,000 14.63

西部技研社員持株会 2,051,000 10.00

Seiga Asset Management Limited 1,000,000 4.88

下薗誠 375,000 1.83



隈優作 350,000 1.71

平川美和 205,700 1.00

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　公益財団法人隈科学技術・文化振興会は科学技術に関する分野を専攻する大学院生に対する奨学金事業及び日本文芸の伝統等の活動を行
う団体等に対する支援事業を行っております。1997年に当社の創業者、隈利實が死去した際、その葬儀に集った海外からの参列者の中からMr. T

. Kumaの名前を何らかの形で残そうという機運が高まりお金が寄せられ、それに賛同する友人、企業また故人の遺産を集めて「隈基金」が個人的

に設立されました。その後、2003年4月には任意団体「隈基金」を「NPO法人 国際科学技術・文化振興会」として組織化しました。2019年にはその

基盤をさらに安定させるべく、一般財団法人 隈科学技術・文化振興会を設立し、NPO法人の事業を引き継ぎました。2021年4月に公益認定をいた

だき、公益財団法人隈科学技術・文化振興会として活動しております。当社株式は隈智恵子がNPO法人 国際科学技術・文化振興会及び公益財

団法人隈科学技術・文化振興会へ寄付致しました。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 12 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高
100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年



取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

内田　健二 公認会計士

市丸　信敏 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

内田　健二 ○ ○

内田健二公認会計士事務所　代表

＜重要な兼職の状況＞

・如水監査法人パートナー

・如水税理士法人代表社員

・社会福祉法人筑紫会理事

・高橋株式会社社外監査役

・社会福祉法人実寿穂会理事

・㈱フロンティア非常勤取締役

　監査法人での監査経験が長く会計専門家とし
ての高い知見を有しております。2020年３月か
ら社外監査役を務め、その職務・職責を適切に
果たしております。また主として監査法人との
面談対応等会計監査においてその専門性を当
社の監査に反映頂いております。公認会計士
として財務及び会計に相当程度の知見を有し、
その経験及び幅広い知見により当社の経営に
ついて客観的、中立的な監査を遂行できること
から社外取締役に選任しております。

　当社との間には、人的関係、資本的関係、取
引関係及びその他の利害関係はありません。
上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に
規定する独立性基準のいずれにも該当がない
ことより、独立性を有すると判断しました。



市丸　信敏 ○ ○

不二法律事務所　代表

＜重要な兼職の状況＞

・公益財団法人松本文化芸術振興財団理
事長

・社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡
県済生会　支部理事

　長年にわたり弁護士としてご活躍されており、
法律専門家としての高い知見を有しておりま
す。元々当社の顧問弁護士であった不二法律
事務所の代表であり、当社の事業について理
解頂いているということから社外監査役として
選任しました。当該法律事務所は同氏個人の
事務所ではなく、パートナーシップによる共同
事務所であること、また顧問契約は2020年12
月末で終了していることから、独立性を損なう
問題はないと判断し、2021年３月から社外監査
役として、幅広い企業法務支援等に携ってこら
れた企業法務に関する高度な知識や経験を活
かし、提言を行って頂いております。また、社外
取締役として求められる高い倫理観、公正・公
平な判断力に加え、当社経営に対する適正な
監査を実施するのに必要な経験及び見識を有
しておられるため、社外取締役として選任して
おります。

　当社との間には、人的関係、資本的関係、取
引関係及びその他の利害関係はありません。
上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に
規定する独立性基準のいずれにも該当がない
ことより、独立性を有すると判断しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　監査等委員である取締役の選任に関しては、十分な見識及び専門的な知見を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べること
ができるという点を重視して判断しております。

　当社の監査等委員会は独立した立場で監査等委員としての責務を果たし、税理士、弁護士等各分野において高い専門知識や豊富な経験を有
している者で構成されており、それらの知識や経験を活かして、取締役会において独立且つ客観的な意見を出し合うことで、実効性の高い経営の
監督体制を構築しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員及び内部監査室ならびに会計監査人との連携のもと、必要に応じ相互に情報及び意
見の交換を行う会合を持ち、コンプライアンス面や内部統制の整備状況等について意見交換を行う体制をとっており、監督・監査の質的向上及び
内部統制の強化を図っております。監査等委員及び内部監査室は、会計監査人から、監査計画、重点監査項目と会計監査結果（四半期レ
ビュー・年度監査）及び監査上の主要な検討事項などの説明を受け、意見交換を実施しています。会計監査人から報告された監査計画や監査上
の発見事項は、監査等委員を通じて取締役会へ報告を行っております。

　監査等委員と内部監査室は、四半期ごとに意見交換を行い、各事業場・各部門・国内外の子会社・関連会社の監査等委員監査結果と内部監査
結果の課題共有と情報交換を行っています。なお、常勤監査等委員と内部監査人は同室のため、毎日適時打合せ、情報交換しています。

　また、会計監査人は、内部監査室と定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動
状況についても、適宜情報共有を行いながら、相互連携に努めています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

指名報酬委員会の概要

【目的】

・当社は、役員の選解任（後継者計画を含む）及び役員報酬等に関する公正性・妥当性について審議し、経営の透明性の確保及び説明責任の向
上を通じて当社及び当社グループのコーポレート・ガバナンス態勢の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置してお
ります。

【構成】

・当委員会の委員は、取締役社長及び社外取締役で構成され、独立性、客観性及び説明責任を強化するために、委員の過半数を社外取締役か
ら選任しております。

【任務】

・当委員会は、当社及び直接子会社の役員の選解任及び役員報酬に関する事項や当社の代表取締役社長後継者計画に関する事項などについ
て審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに必要に応じて意見具申を行っております。

（代表取締役社長及び経営陣幹部の選解任への関与状況）

・当委員会は、代表取締役社長及び経営陣幹部について、会社業績評価や担当部門評価等に基づく役員別評価結果の審議を行っております。

　代表取締役社長及び経営陣幹部の選解任（再任・不再任）は、役員別評価に加え適格性を確認のうえ審議し、審議結果を取締役会に報告する
とともに必要に応じて意見具申を行っております。

（代表取締役社長後継者計画への関与状況）

・後継者計画に関する事項については、当委員会において計画の妥当性及び定期的な候補者の見直し等について審議し、取締役会に対して審
議結果を報告するとともに必要に応じて意見具申を行っております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役
員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待し
ており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　取締役（社外取締役を除く）の報酬については、業績連動を反映したインセンティブ付けを行う方向で検討を進めて参ります。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く）と社外役員に区分した当期に係る報酬の総額を開示しております。
当期に係る報酬等の総額が１億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額及び当社「役員報酬規程」に定める役位別基準額の範囲内において
決定しております。

　取締役の報酬等については、「役員報酬規程」に基づき、世間水準及び会社業績や従業員給与とのバランスを勘案しながら、取締役会決議に基
づき代表取締役社長が、その具体的内容について委任を受け、その権限の内容は基本報酬の額の決定としております。また、監査等委員である
取締役の報酬の額は、その額又は算定方法の決定に関する方針はございませんが、各人の業務分担の状況等を考慮し、監査等委員の協議によ
り決定しております。

　なお、コーポレート・ガバナンス態勢の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、2023年５月19日開催の取締役会にて指名報酬委員会設置
を決議しました。2023年10月の第１回目の委員会開催を皮切りに、今後、取締役の役員報酬制度・評価制度の改訂の要否及び報酬の妥当性に
ついて審議し、審議結果を取締役会に答申して参ります。指名報酬委員会の委員数は合計３名であり、その構成は、独立社外取締役２名（委員：
内田健二、市丸信敏）、社内取締役１名（委員長：隈扶三郎）から成ります。委員長および委員の過半数を独立社外取締役とすることで、委員会の
独立性を担保しております。

　2023年３月30日開催の第58回定時株主総会決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額は年額150百万円以内（決
議時点における員数は３名）、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額50百万円以内（決議時点における員数は３名）となっております。

【社外取締役のサポート体制】

　取締役会資料等は、取締役会の３日前までに総務部より電子メールで送付しております。また、取締役会および監査等委員会の中で社外取締
役から発言がなされた場合は、議事録作成時に発言者に記載内容の確認を求めるなど、正確性を期するための必要なサポートも行っておりま
す。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

現在、当社において、元代表取締役社長等である相談役・顧問等はおりません。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【取締役会】

　取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名及び監査等委員である取締役３名（うち２名が社外取締役）の６名で構成されており
ます。取締役会は、原則として月１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を
行っております。2022年度は、毎月１回の定時開催、及び４回の臨時開催（３月１回、11月１回、12月２回）の計16回開催しました。いずれの回も出
席率は100%でした。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、監査等委員も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。

【監査等委員会】

　監査等委員会は、常勤監査等委員１名と非常勤監査等委員２名（社外取締役）の計３名で構成されており、原則として月１回の監査等委員会を
開催しております。2022年度の出席率は100%でした。

　監査等委員は、取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席し、具体的な意見を述べるとともに、リスクマネジメント、コンプライ
アンスを監視できる体制をとっております。

　また、常勤監査等委員は、会計監査人及び内部監査室との情報交換を積極的に行うことにより、情報の共有化に努めております。

【指名報酬委員会】

　指名報酬委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、独立社外取締役２名で構成されております。指名報酬等に関する手続きの公正性・透明
性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役の選解任の方針及び基準、取締役の報酬体系、報酬決定の方針等の取
締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

【経営会議】

　経営会議は、代表取締役社長が議長を務め、業務執行取締役、執行役員、本部長・事業部長等で構成されております。月に１回定期的に開催
するほか、必要に応じて臨時で開催し、当社の業績報告及び経営及び業務執行に関する重要事項について審議を行っております。2022年度は、
毎月１回の定時開催をし、いずれの回も出席率は100%でした。なお、審議事項に関する関係者を出席させ、発言をさせることができるものとし、監
査等委員は経営会議に出席し、意見を述べることができるものとしております。

【リスク・コンプライアンス委員会】

　リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、業務執行取締役、執行役員、本部長・事業部長、内部監査人、常勤監査
等委員で構成されております。月に１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時で開催し、当社のコンプライアンス推進体制及びリスク評価、並
びにリスクマネジメント体制の状況に関して報告を行うと共に、有事の際の危機管理対応の機能を担っております。2022年度は、毎月１回の定時
開催をし、いずれの回も出席率は100%でした。

【会計監査人】

　当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社と
の間には、特別な利害関係はありません。

【内部監査室】

　当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査室長を責任者として、業務執行部門から独立した内部監査室が「内部監査規程」に基
づき実施しております。内部監査室と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監
査に努めております。

【執行役員】

　当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員
は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。任期は２年であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、よ
り実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。また、日常的な業務監査
等を行う役割として、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部監査を実施することで経営に対する監督の強化を図っております。このほ
か、会計監査人を設置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能す
ると考え、現在の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　株主が総会議案について十分に検討時間を確保できるよう招集通知の早期発送に努
めております。

集中日を回避した株主総会の設定
　多くの株主が株主総会に出席できるよう、総会集中日はなるべく避けるなど、日程や時
間について配慮しております。

電磁的方法による議決権の行使 　インターネットによる議決権行使を可能とすることを検討しております。



議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　機関投資家や海外投資家の比率の推移や要望等の状況を鑑み、今後検討して参りま
す。

招集通知（要約）の英文での提供
　機関投資家や海外投資家の比率の推移や要望等の状況を鑑み、今後検討して参りま
す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 　ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 　投資家比率の推移や要望等の状況を鑑み、今後検討して参ります。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　年度末の決算発表後に、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を実施
し、事業内容、決算概要、経営計画の実施状況、今後の事業展開等について
説明することを今後検討して参ります。

なし

海外投資家向けに定期的説明会を開催 　海外投資家の比率の推移や要望等の状況を鑑み、今後検討して参ります。 なし

IR資料のホームページ掲載 　当社ホームページのIRページにて掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　経営企画室を主管部門としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのス
テークホルダーとの協議が必要不可欠であると認識しており、ステークホルダーとの協働
のため、当社の経営理念やPVV(Purpose, Vision, Values)をはじめとした理念を策定してお

ります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、「環境に優しい空気のソリューションを届ける」というパーパスを掲げ、「クライメイ
ト・ニュートラルな未来実現のため、空気処理技術のイノベーション・リーダーであり続ける」
というビジョンを目指し、「環境方針」に基づき、お客様における環境負荷低減に寄与する
空調機器を製造・販売するメーカーとして、「環境アクション2030」の活動目標を定め、環境
保全活動を推進しております。

　また、日本の科学技術及び文化を次世代に引き継ぐ活動を支援するために、公益財団
法人「隈科学技術・文化振興会」に寄付をしております。

　その他CSR活動と合わせて、当社の取組内容を当社ホームページ（https://seibu-giken.c
om/sustainability/）に掲載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　ディスクロージャーポリシーに基づき、すべてのステークホルダーに対し、必要な情報を
適時適切に情報開示して参ります。



その他

　＜中核人財の登用等における多様性の確保について＞

　当社の経営理念「独創と融合」に基づき、様々な価値観や考え方を有した多様な人財が
個性や能力を発揮し活躍できる企業を目指しています。

　女性の管理職の登用については、2018年より企業主導型保育施設の運営を開始するな
どの、仕事と育児の両立環境を整えると共に、外部異業種勉強会に管理職候補女性の参
加を推進するなどの取組みを行っており、2023年６月末時点の女性社員比率は25%、女性
管理職比率は12%でした。外国人については、国籍を問わず優秀な人財の確保に努めてい
ます。2023年６月末時点の外国人社員比率は２%、管理職比率は１%でした。経験者採用に
ついては、外部からの専門人財の登用を積極的に行っており、2023年６月末時点の全社
員における経験者採用の比率は66％、管理職比率は61%でした。

　＜ダイバーシティ推進に向けた取組みに対する評価＞

　当社の多様性尊重の理念やそれを推進する取組み、そして性別等の属性によらず社員
が活躍できる組織風土が評価され、2014年に「ダイバーシティ経営企業100選」に選定さ
れ、また2015年に「女性が輝く先進企業表彰」で　内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表
彰」を受賞しました。

　＜健康経営について＞

　社員が心身ともに健康であることが企業価値を生み出す源泉であると考え、健康経営の
実現に向けた取り組みを行っております。日頃からの心身の健康を整えることを応援すべ
く、社員の健康診断・ストレスチェック受診促進を行うとともに、独自の応援「健康づくりやり
ます宣言」により、禁煙や健康づくりのための取り組みを宣言した際、また達成した際に、
報奨金を支払う等、全社において社員の健康に対する意識を高める活動を行っておりま
す。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたリスク・コンプライアンス規程を制定し、法令、定款、社内規程等に則っ
た業務執行を行う。

（２）内部監査及び監査等委員会監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。

（３）内部通報規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。

（４）会社規程集（定款を含む）を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程及び関連マニュアルの定めるところに従い、適正に保存・管理をする。なお、保存・管
理体制は必要に応じて見直し等を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）損失の危険（以下、「リスク」という。）の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク・コンプライアンス規程及び関連マニュアルを制定・運用
するとともに使用人への教育を行う。

（２）内部監査部門による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）職務権限規程、組織規程等に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者がルールに則り業務を分担する。

（２）取締役会は取締役会規程の定めるところに従い開催し、決議を行う。

（３）取締役社長、業務執行取締役、執行役員等による経営会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自ら
の業務執行の効率化を図る。

５．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

（１）監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会補助人を任命し、監査等委員会による監査業務の補
助に当たらせる。

６．監査等委員会補助人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

（１）監査等委員会補助人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査業務を補助するものとする。

（２）当該監査等委員会補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、常勤の監査等委員の同意を得たうえで行うものとし、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）からの独立性を確保するものとする。

７．監査等委員会補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）監査等委員会補助人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に周知徹底する。

８．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制および当該
報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて報告をするととも
に、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査等委員または監査等委員会に直接または関係
部署を通じて報告し、監査等委員会と情報を共有する。

（２）常勤の監査等委員は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。

（３）重要な稟議書は、決裁者による決裁後常勤の監査等委員に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制とする。

（４）第１項の報告を行った者に対し、内部通報規程に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。



９．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（１）監査等委員が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、
速やかに当該費用の精算処理を行う。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査等委員は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。

（２）内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるようにする。

11．財務報告の信頼性を確保するための体制

（１）財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進
する。

（２）内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。

（３）財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役社長に報告
する。

（４）必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。

12．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（１）関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について経営管理本部を中心に、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。
また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生し
た場合には適宜報告を求める。

（２）経営管理本部及び内部監査人が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を
監査し、整備・運用を指導する。

（３）子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制およびリスク管理体制の状況ならびにその他上記（１）から（２）において認識した重要事項
に関して、当社の取締役会、監査等委員会等に報告する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢力対応規程において「当社は、いかなる場合において
も、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない」旨を定めております。また、当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に
向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めて
おります。更に、「暴力追放運動推進センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、万
一に備えた体制整備に努めております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社では、持続的成長と企業価値の向上が最重要課題であると認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――






